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本 日、 職 業 安 定 局 雇 用 保 険 課 よ り 、 別 頴 の 文 書 が 全 国 の 指 定 訪 問 介 護 事 業 所 あ て に 送 付

され ま し た の で 、 参 考 ま で に 送 付 し ま す 。



（ 別 添）

指定訪問介護事貴所の事業主の皆様ヘ

ホー ムヘ ルパー （訪問介 護 員 等 ） の 雇 用 保 険 の 適 用 と 労 働 時 間 の 算 定 に つ い て

１ ホー ムヘルパーの雇 用保険 の適用 につ い て

（１ ） 雇 用 保 険 は 実 態 と し て 雇 用 関 係 が あ る 者 が 適 用

雇用保 険 につい ては、雇用契約 を締結 され ている方 は もちろん の こと、契約 の形態

が 委 任 契 約 等 の 者 で あ っ て も 、 実 態 と し て 雇 用 関 係 が あ る と 認 め ら れ る も の に つ い て

は適用 され ます ので、ホームへ ル バ ー と の 関 係 が 雇 用 関 係 で は な い と し て 雇 用 保 険 の

資格 取得手 続 を 行 っ て い な い 事 業 所 に つ い て は 、 確 認 の た め 管 轄 の 公 共 職 業 安 定 所 に

ご相 談 下 さ い 。

（２）雇用保険の適用基準

○ １ 週 間 の 所 定 労 働 時 間 が 事 業 所 の 通 常 の 労 働 者 の １ 週 間 の 所 定 労 働 時 間 と 同 様 の 労

働者 につ いて は、原 則 として、雇 用期間 にかかわ らず、雇用保険が適用 されます。

○ また、パ ー トタイマー労働者 （１週間 の所定 労 働 時 間 が 事 業 所 の 通 常 の 労 働 者 の １

週間の所 定 労働 時間 よ りも 短 く 、 か つ 、 ４ ０ 時 間 未 満 の 者 ） に つ い て は 、 次 の い ず れ

に も該当す る場合 に雇 用保険が適用 され ます 。

イ １週 間の 所定労働 時間が ２０時間以上 であ ること

ロ 反 復 して就 労 す る 者 で あ る こ と

・ 具体 的 には １年以上引 き 続 き 雇 用 さ れ る こ と が 見 込 ま れ る 場 合 で す 。

○ これ は 、ホームヘルパ ーについ て も適用 され ます ので、 この要件 を満 たす者につい

て は、雇 用保険被保 険者資格取得届 を管 轄の公共 職 業 安 定 所 に 提 出 し て 下 さ い 。

２ ホー ムヘ ルパ ーの労 働時間について

ホー ムヘルパ ー の労働時 間に は 、 以 下 の 時 間 が 含 ま れ ま す 。 雇 用 保 険 の 適 用 に 係 る 所

定労働 時間の算 定に 当たっては、 この点 について ご留意下 さい。

（１ ） 移 動 時 間

移動 時間 につ いては、介護 サー ビスの利 用者 宅 間 の 移 動 を 使 用 者 が 命 じ 、 当 該 時 間 の

自由利用 が労働者 に保 障 され てい ない と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 労 働 時 間 に 該 当 し ま す 。

したが って 、事 業 所 や 集 合 場 所 か ら 利 用 者 宅 へ の 移 動 時 間 や 一 の 利 用 者 宅 か ら 次 の 利

用者 宅へ の移 動 時間であ って 、その時 間が通 常の移動に要する時間程度であ る場合は労

働 時間 と考 え られ ます 。

（ ２） 業 務 報 告 書 の 作 成 時 間

業務 報告 書 を 作 成 す る 時 間 に つ い て は 、 業 務 上 義 務 付 け ら れ て い る 場 合 に は 、 労 働 時

間 に該 当 します。

したがって 、 業 務 報 告 書 の 作 成 が 契 約 上 明 示 さ れ て い る 場 合 の み な ら ず 、 そ の 作 成 が

全 くの任 意 で は な く 、 一 定 の 様 式 に よ っ て 一 定 期 間 毎 に 事 薬 所 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い とされ てい る場 合には、そ の作成 に要す る時間 は労働 時間 と考 えられます。

厚生 労働省・ 都道府県労働局・ 公 共職業安定所（ハローワーク）



（参 考 ）

介 護 保 険 の 指 定 訪 問 介 護 事 業 者 の 指 定 基 準 こ お い て は 、 訪 問 介 護 員 等 に つ い て 以 下

のよ うに 規 定 され て い ま す 。

○ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 １ １ 年 ３ 月 厚 生 省

令 第 ３ ７ 号 ） （ 抄 ）

（勤 務体 制 の 確 保 等 ）

第３ ０ 条 指 定 訪 問 介 護 事 業 者 は 、 利 用 者 に 対 し 適切 な 指 定 訪 問 介 護 を 提 供 で き る よ

う 、 指 定 訪 問 介 護 事 業 所 ご と に 、 訪 問 介 護 員 等 の 勤 務 の 体 制 を 定 め て お か な け れ ば

な ら な い 。

２ 指 定 訪 問 介 護 事 業 者 は 、 指 定 訪 問 介 護 事 業 所 ご と に 、 当 該 指 定 訪 問 介 護 事 業 所 の

訪 問 介 護 員 等 に よ っ て 指 定 訪 問 介 護 を 提 供 し な け れ ば な ら な い 。

３指 定 訪 問 介 業 事 業 者 は 、 訪 問 介 護 員 等 の 資 質 の 向 上 の た め に 、 そ の 研 修 の 機 会 を 確 保

し な け れ ぼ な ら な い 。

○指 定 居 宅 サ ー ビス等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て （ 平 成 １ １ 年 ９

月 １ ７ 日老 企 第 ２ ５ 号 厚 生 省 老 人 保 鍵 福 祉 局 企 画 課 長 通 知 ） （ 抄 ）

（ １ ８ ） 勤 務 体 制 の 確 保 等

基 準 ３ ０ 条 は 、 利 用 者 に 対 す る 適 切 な 指 定 訪 問 介 護 の 提 供 を 確 保 す る た め 、 職

員 の 勤 務 体 制 等 に つ い て 規 定 した も の で あ る が 、 次 の 点 に留 意 す る 必 要 が あ る 。

①指 定 訪 問 介 護 事 業 所 ご と に 、 原 則 と し て 月 ご と の 勤 務 表 を 作 成 し 、 訪 問 介 護 員 等 に

つ い ては 、 日々 の 勤 務 時 間 、 職 務 の 内 容 、 常 勤 ・ 非 常 勤 の 別 、 管 理 者 と の 兼 務 関 係 、

サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 で あ る 旨 等 を 明 確 に す る こ と 。

②同条 第 ２項 は 、 当該 指 定訪 問介 護 事 業 所 の 訪 問 介 護 員 等 に よ っ て 指 定 訪 問 介 護

を 提 供 す ペ き こ と を 規 定 し た も の で あ る が 、 持 定 訪 問 介 護 事 務 所 の 訪 問 介 護 員 等

とは 、 雇 用 契 約 そ の 他 の 契 約 に よ り 、 当 該 事 業 所 の 管 理 者 の 指 揮 命 令 下 に あ る 訪

問 介 護 員 等 を 指 す も の で あ る こ と 。

③同 条 第 ３項 は 、 当該 指 定 訪 問 介 護 事 業 所 の 従 業 者 た る 訪 問 介 護 員 等 の 質 の 向 上 を 図

るた め 、研 修 機 関 が 実 施 す る 研 修 や 当 該 事 業 所 内 の 研 修 へ の 参 加 の 機 会 を 計 画 的 に 確

保 す る こ と と した も の で あ る こ と 。 特 に 、 訪 問 介 護 員 の う ち 、 ３ 級 課 程 の 研 修 を 修 了

した 者 に つ い て 、 身 体 介 護 を 担 当 す る こ と は 、 暫 定 的 な 措 置 で あ る こ と に か ん が み 、

で き る 限 り 早 期 に ２ 級 課 程 の 研 修 を 受 講 さ せ 、 又 は 介 護 福 祉 士 の 資 格 を 取 得 さ せ ろ よ

う努 め な け れ ば な らな い 。


